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Close Up!米子市から皆さんに知ってほしい情報をお届けします！

Yonago マチノヒカリ☆
Summer2026

４

米子の夏の夜を彩るライトアップイベント「Yonago 
マチノヒカリ☆ Summer2026」を今年も開催します。 
米子城跡、文化ホール、公会堂、コンベンションセン
ターなど市内各所のライトアップを、夕涼みとともに
お楽しみください。
▶ライトアップ期間
７月14日（火）～８月28日（金）日没～午後10時
※開催場所によって実施日時が異なります。

▶ライトアップ期間中の主な夜のイベント
◇７月25日（土）土曜夜市（元町通り商店街）
◇８月７日（金）～９日（日）米子がいな祭
◇８月22日（土）加茂川まつり

皆生温泉海遊ビーチ
海開き

５

米子城跡ライトアップ 2026 ～夏の陣～

米子城跡の石垣をライトアップします。
▶ライトアップ期間
７月31日（金）～８月23日（日）日没～午後10時

海浜施設「BEACH RESORT KAIKE」

▶開設期間　７月11日（土）～８月23日（日）
▶サービス内容
有料休憩スペース／パラソル・浮き輪・テント（ワ
ンタッチ式）・ロッカー貸出など

▶アクティビティ内容
皆生温泉マリンアスレチック海皆－ KAI・KAI －／
観光フィッシング／ライフセーバーと歩くビーチ
ウォークガイドなど

人にやさしい「ユニバーサルビーチ」

ヒッポキャンプ（水陸両用アウトドア車いす）やライ
フジャケットの無料貸出、アクセスマットの設置など、
障がいのある方や小さな子どもも安心して楽しめる取
り組みを推進しています。

今年も皆生温泉海遊ビーチが７月11日（土）に海開き
します。期間中は楽しいアクティビティ
やグルメが盛りだくさん。くわしくは米
子市観光協会ホームページをチェック！

米子城天守之大掃除（除草作業）

ライトアップの実施前に、天守の周りを除草します。
皆さんの参加をお待ちしています。申込不要です。
▶と き　７月３日（金）午後４時～
※午後３時50分までに二の丸庭球場横駐車場に集
合。自家用車、自転車でお越しの方は三の丸駐
車場をご利用ください。

※小雨決行
▶持ち物　軍手、草刈機や草刈鎌（任意）、飲み物
※軽作業ができる服装でお越しください。

問文化振興課（☎ 23－5437）

皆生温泉ミニ打ち上げ花火

▶実施期間（雨天中止）　
７月24日（金）～８月23日（日）

▶時 間　
午後９時～（約３分間）

問米子市観光協会海浜事務所（７月11日～８月23日）
（☎ 090－5691－6396）※期間外（☎ 37－2311）

KAIKE夜あそBEACH

金属探知機を使用したお宝探しや
縁日など、子どもから大人まで、
夜のビーチを楽しめます。
▶実施期間（雨天中止）　
７月18日（土）～ 20日（月・祝）、
７月24日（金）～８月23日（日）

▶時 間　午後７時30分～９時30分
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City Information

夏休み前に確認を！
ネット被害防止

７月は青少年の非行・被害防止
全国強調月間です

夏休みを迎え、子どもたちがスマートフォン
や SNS、オンラインゲームなどインターネット
を利用する機会が増えるこの時期は、インター
ネット上のいじめや誹

ひぼ う

謗中傷、個人情報の流出、
SNS を通じた犯罪被害などへの一層の注意が必
要となります。
こうした被害を防ぐため、家庭でもインターネッ
トの使い方や相談先について話し合い、地域・
学校と連携しながら、青少年をネット被害から
守りましょう。
■米子の子どもたちがインターネットを安心・
安全に使う合言葉「よなごのみけねこ」
よ　よく考えて、書きこみをしよう　
な　名前などの個人情報をのせない
ご　誤解のない、SNSでの会話を
の　のせていい写真か、しっかり確認
み　見られたくない写真や動画を送らない
け　ケータイ・スマホの使いすぎに注意
ね　ネットで知り合った人には会わない
こ　困ったことがあれば、すぐに家族、学校、

大人に相談しよう
問こども政策課・青少年育成米子市民会議事務
局（☎ 23－5439）、米子市少年育成センター（☎
35－0852）

社会を明るくする運動
７月は“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～の強調月間です。この
運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯し
た人たちの立ち直りについて理解を深め、それぞれの立
場において力を合わせ、安全で安心な明るい地域社会を
築こうとする全国的な運動で、今年で76回目を迎えます。

罪を犯した人が、更生に向けて居住・就労環境を整え、
地域社会の一員として暮らすには、本人の努力だけでな
く、家族・職場・地域住民など地域のすべての人の理解
と協力が大切です。犯罪や非行のない安全・安心な地域
社会づくりに向けて「何ができるか」を考えてみませんか。
■罪を犯した人たちの立ち直りを地域で支える「保護司」
「保護司」は、更生保護において重要な役割を担ってい
ます。保護司の活動に関心のある方は、鳥取保護観察
所（☎ 0857－22－3518）へお問い合わせください。

問人権・男女共同参画課（☎ 37－3183 37－3184）

夏休みは親子で「まんが」を楽しもう
天候に左右されない親子の居場所として、『米子マンガ
ミュージアム』を１日３時間無料開放します。
■無料となる期間と時間　７月17日（金）～８月27日（木）
午前10時～午後５時のうちの３時間

■対象者　
市内在住の中学生以下の子どもと保護者（同伴必須）
※保護者は子どもから見て３親等内の成人
※同伴保護者は子ども１人に対し２人まで
※保護者利用は１人あたり１日１回、年度内５回まで

■対象施設
米 子 マ ン ガ
ミュージアム
（GOOD BLESS 
GARDEN３階）

■注意事項　
保護者の「本人
確認書類」を持参してください。混雑状況により入場で
きない場合があります。予算がなくなり次第終了します。

問こども政策課（☎ 23－5439）
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市からのお知らせ

米子市営住宅入居者募集
■所在地、規格、家賃など

住宅名（所在地） 部屋番号 間取り 家賃月額

陰田町
（陰田町）

303
世帯向

2LDK
20,000円
～39,300円

西福原
（西福原）

14R1-603
子育て向

2LDK
21,400円
～42,000円

冨士見町
（冨士見町）

407
世帯向

2DK
16,400円
～31,300円

両三柳
（両三柳）

204
世帯向

3DK
18,000円
～35,300円

■受付期間　７月１日（水）～７日（火）
■受付場所　鳥取県住宅供給公社西部事務所

（西部総合事務所３号館・糀町庁舎１階）
■必要書類　マイナンバーがわかるもの、本人確認書類
※申込理由により添付書類が必要な場合があります。

■入居可能予定日　８月１日（土）
※入居手続きには、原則、保証能力のある連帯保証人 1
名と敷金として家賃 3か月分が必要です。

問鳥取県住宅供給公社西部事務所
（☎ 21－8806 32－9204）

米子彫刻ロードデジタルスタンプラリー
米子彫刻ロードから米子城跡周辺を巡る、デジタルスタ
ンプラリーを開催しています。彫刻作品の銘板に設置し
ている二次元バーコードを、スマホのカメラアプリで読
み取るとスタンプを獲得できます。７か所すべてのスタ
ンプを集めた後、スマホの達成画面を引換場所で提示す
ると記念品をプレゼント！
アプリの登録は不要で、参加無料です。ぜひ、お気軽に
ご参加ください。
■開催期間　令和９年２月28日（日）まで
■開催場所　米子彫刻ロード、米子城三の丸番所
■参加費　無料
■引換場所　
　山陰歴史館（火曜休館※工事のため11月から休館）
米子市美術館（水曜休館※10月１日取扱開始）
文化ホール（火曜休館）
文化振興課（土日祝休み）

■引換時間　いずれも午前９時から午後５時まで
※スタンプ（二次元バーコード）設置場所など、
くわしくは市ホームページをご覧ください。

※アプリの登録は不要ですが、初回のバーコー
ド読み取り時のみユーザー登録が必要です。

問文化振興課（☎ 23－5437 23－5414）

マイナカードでもっと便利に！
■各種証明書はコンビニ交付で
マイナンバーカード（顔認証マイナンバーカードを除く）
を利用すれば、コンビニなどに設置されているマルチコ
ピー機で、各種証明書を発行できます。市役所窓口と比
べ、手数料が１通あたり150円安く取得できます。取得
するには、利用者証明用電子証明書（暗証番号：数字４桁）
が必要です。
▶取得できる証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、
戸籍の附票の写し、所得・課税証明書

▶コンビニ交付の方法を動画でチェック！
コンビニ交付の際の機械の操作方法を紹介
しています。操作は簡単ですので、ぜひご
利用ください。

■各種証明書のオンライン申請ができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、とっとり電子申請
サービスを利用してオンラインで住民票や戸籍証明書な
どの各種証明書の申請ができます。証明書は後日、郵送
で受け取れます。
▶手続きに必要なもの
スマートフォンまたはパソコン（マイナンバーカード
読み取りに対応したもの）、マイナンバーカード、有
効な署名用電子証明書（暗証番号：英数字６－16桁）、
オンライン決済（クレジットカード、QRコード決済）

▶取得できる証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍（除籍）
証明書、戸籍（除籍）謄抄本、戸籍の附票
の写し、身分証明書、独身証明書、戸籍の
受理証明書など

■転出届はマイナポータルで
電子証明書が有効なマイナンバーカード（顔認証マイナ
ンバーカードを除く）をお持ちで、国内での引っ越しを
する方はマイナポータルからオンラインで転出の届出と
転入予定連絡の手続きができます。
▶手続きに必要なもの
申請者本人のマイナンバーカードと利用者証明用電子
証明書（暗証番号：数字４桁）、有効な署名用電子証明
書（暗証番号：英数字６－16桁）、連絡先
（電話番号・Ｅメールアドレス）
▶手続きできるもの　
ご自身の引っ越し、ご自身と同じ世帯の方
の引っ越し

※手続きの流れや、オンライン申請できな
いケースなど、くわしくはデジタル庁「引
越し手続オンラインサービス」や「マイナ
ポータルサイト」をご確認ください。

問市民一課（☎ 23－5144）
マイナ
ポータル

引越し手続
きオンライ
ンサービス
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木
の
枝
や
草
木
が

越
境
し
て
き
て
困
っ
た
と
き
は

民
法
が
改
正
さ
れ
、
隣
地
か
ら
木
の
枝

な
ど
が
越
境
し
て
き
た
場
合
は
、
一
定

彦
名
干
拓
地（
畑
）の売

渡
、
貸
付

彦
名
干
拓
地（
27
区
画
）の
売
渡
、
貸

付
を
行
い
ま
す
。

●
標
準
区
画　

約
30
ア
ー
ル
／
区
画

●
申
込
期
間　

７
月
６
日
㈪
〜
15
日
㈬

●
引
渡
時
期　

令
和
９
年
４
月（
予
定
）

※
価
格
や
諸
費
用
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
鳥
取
県
西
部
総
合
事
務
所
農
林
局

農
林
業
振
興
課（
☎
31
―
９
６
５
１
）

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
「
保
険
料
免
除

制
度
」
や
「
納
付
猶
予
制
度
（
50
歳
未

満
）」
を
申
請
で
き
ま
す
。

窓
口
か
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
が
未
納
の
状
態
で
、
障
が
い

や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発
生

す
る
と
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
が
請
求

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
受
付
開
始
日　

７
月
１
日
㈬

●
必
要
書
類　

年
金
手
帳
な
ど
、
本
人

確
認
書
類
（
令
和
６
年
12
月
31
日
以
降

に
離
職
し
た
方
は
離
職
票
な
ど
）

●
申
請
窓
口　

米
子
年
金
事
務
所
ま
た

は
市
役
所
保
険
年
金
課
５
番
窓
口

※
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。（
継
続
審

査
申
出
受
付
済
の
方
は
除
く
）

問
米
子
年
金
事
務
所（
☎
34
―
６
１
１

１
（
音
声
案
内
２
↓
２
））

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
自
ら
切
り
取
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
要
件

▼
枝
を
切
除
す
る
よ
う
催
告
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
相
当
期
間
内
に
切
除
さ

れ
な
い
場
合（
一
般
的
に
２
週
間
程
度
）

▼
所
有
者
や
そ
の
所
在
が
分
か
ら
な
い

場
合

▼
急
迫
の
事
情
が
あ
る
場
合

●
切
り
取
り
を
検
討
さ
れ
る
場
合

事
前
に
法
律
の
専
門
家
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。（
23
ペ
ー
ジ
の
無
料
法
律
相
談

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

※
枝
や
草
木
の
越
境
は
、
私
有
地
に
関

す
る
問
題
と
な
る
た
め
、
原
則
と
し
て

当
事
者
間
で
話
し
合
い
に
よ
り
解
決
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
住
宅
政
策
課（
☎
23
―
５
２
８
８
）

米
子
市
認
知
症
見
守
り

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
購
入
費
等
補
助
金

行
方
不
明
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
認
知

症
の
方
を
介
護
す
る
家
族
を
対
象
に
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
購
入
や
レ
ン
タ
ル
の
費

用
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
者

市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
方

①
65
歳
以
上
の
認
知
症
の
方
で
、
行
方

不
明
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

②
若
年
性
認
知
症
の
方
で
、
行
方
不
明

に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

③
①
〜
②
の
他
、
行
方
不
明
に
な
る
可

能
性
の
あ
る
方
で
、
市
長
が
適
当
と
認

め
る
方

●
補
助
対
象

Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
と
そ
の
附
帯
機
器
の
購
入

費
、
レ
ン
タ
ル
に
か
か
る
加
入
手
数
料

お
よ
び
登
録
手
数
料

※
月
々
の
利
用
料
金
は
対
象
外

●
補
助
額

購
入
お
よ
び
レ
ン
タ
ル
の
額
に
相
当
す

る
額
（
上
限
１
万
円
）

※
補
助
金
の
交
付
は
、
１
人
に
つ
き
１

回
ま
で

●
申
請
方
法

交
付
申
請
書
、
必
要
書
類
を
提
出

※
様
式
は
長
寿
社
会
課
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

問
長
寿
社
会
課（
☎
23
―
５
１
５
５
）

有

料

広

告


